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歯科衛生士配置市町村数：５４市町村のうち３４市町村（そのうち２市は非常勤）	  
８３名の歯科衛生士が勤務（１市町村に１～９名）　歯科医師は県庁に１名	



市原市の成人歯科健診	

 歯科無料健診としてスタート：昭和58年度 
　　　　　（対象：幼児から成人　集団健診　無料） 
 成人歯科健診：平成元年度 
　　　　　（対象：40歳以上　集団健診　無料） 
 CPITN導入：平成元年度～ 
 歯っぴいママ健診開始：平成12年度～ 
　　　　　（対象：妊産婦　集団健診　無料） 
 歯周疾患検診開始：平成17年度～ 
　　　　　（対象：40歳以上　個別健診　500円） 
 口腔がん検診開始：平成17年度～ 
　　　　　（対象：40歳以上　集団健診　無料） 
 歯と歯ぐきのスマイル健診に名称変更：平成21年度 
　　　　　（対象：20歳以上　個別健診　500円） 



平成１５年度・２１年度市民アンケート調査	

自分の歯の本数（質問紙法）年齢別	



自分の歯の本数（質問紙法）地区別	

平成２１年度市民アンケート調査	



糖尿病の合併症で知っているもの	



たばこを吸うとかかりやすくなると思う
病気	



歯周疾患健診説明研修会 
対象：歯周疾患検診受託歯科医院の

歯科医師・歯科衛生士等 

平成１９年度	  
日本歯科医師会	  
深井穫博先生	  
『働く人々の保健

行動』	



『新しい成人歯科健診・保健指導　　
　に関する勉強会』	

日時：平成22年8月26日（木）午後4時～	  

対象：歯科医師会三役・担当理事	  

　　　　市歯科衛生士・担当ＧＬ	  

講師：日本歯科医師会地域歯科保健委員会	  

　　　　委員長　深井穫博先生	  
　　　　　　　・標準的な成人歯科保健プログラム・保健	  

　　　　　　　　指導マニュアルについて	  
　　　　　　　・今後の展望について	



千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例 	
•  第１条　目的	
•  第２条　基本理念	
•  第３条　県の責務	
•  第４条　市町村との連携協力等	
•  第５条　歯科医師等の責務　	
•  第６条　教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割	
•  第７条　事業者及び保険者の役割	
•  第８条　県民の役割	
•  第９条　千葉県歯・口腔(くう)保健計画の策定	
•  第１０条　基本的施策の推進	
•  第１１条　財政上の措置	
•  第１２条　県民の歯科疾患等実態調査の実施	
•  附　　則　（施行期日、千葉県行政組織条例の一部改正）	

２２年４月１日試行	



条例推進のための基礎資料	

• 平成21年度市町村歯科健診（検
診）実績把握調査 
　　１歳６か月児健診、三歳児健診を除く 
　　歯科疾患の状況 

• 平成22年度市町村歯科健診（検
診）実績報告 
　　幼児期、妊婦及び成人期のむし歯、歯 
　　周疾患等の状況（保健行動含む） 



平成21年度市町村歯科保健事業
実施状況（千葉県健康福祉部まとめ）	



市
町
村 

歯周疾患検診 特定健診とのかかわり 
　特定保健指導との　

かかわり 

A 集団検診で実施 特定健診と一部同時
開催 

特定健診が始まる前から
同時開催していた 
特定健診終了後に希望者
は歯科健診受診 

特になし 

B 集団検診で実施 
（大学病院の歯
科医師に委託） 

特定健診と同時開催 
（すべての日程が同
時開催） 

住民健診の頃から歯科健
診と同時開催していた 
特定健診の途中に希望者
は歯科健診受診 

特になし 

C 集団検診で実施 特定健診、子宮がん
検診、骨粗しょう症
検診と同時開催 

得になし 

D 集団検診で実施 骨量検診と同時開催 積極的支援の教室で歯
周病とメタボの関係を
担当 

E 個別検診で実施 動機付け及び積極的支
援対象者向けの教室で
歯科の講話 

F 個別検診で実施 特になし 特になし 

県内の状況（16市町村にインタビュー）の抜粋 



（社）日本歯科衛生士会	  
認定歯科衛生士制度	

認定歯科衛生士とは	
認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技
術を有すると認められた歯科衛生士です。 
本会の生涯研修制度における認定研修を修了した会員および本会が指定・委
託する専門学会等から推薦された会員が、認定歯科衛生士審査会に合格し、
認定歯科衛生士名簿に登録されると認定証が交付されます。詳細については
下記をご覧ください。 

認定分野Ａとは	
本会の生涯研修制度における研修履歴に基づき、受講者基準を満たすと認定
研修の受講資格者となります。認定研修を修了後、認定歯科衛生士審査会を
経て次の分野において認定します。 

●生活習慣病予防（特定保健指導） 	
●在宅療養指導（口腔機能管理） 	
●摂食・嚥下リハビリテーション 	



地域歯科保健活動実施状況調査報告	  
（日本歯科衛生士会：平成21年度）	

延べ	  
３３２人	




